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南
北
朝
期
に
お
け
る

守
護
権
力
構
造
口

|
斯
波
氏
の
被
官
構
成
l

可

村

三
斯
波
氏
分
国
の
支
配
行
政
機
構

本
節
で
は
、
斯
波
氏
分
国
に
お
い
て
守
護
代
、

「
郡
司
」
(
「
」
を
付
す
理
由
は
後
述
)
、
守
護

便
な
ど
の
支
配
行
政
機
構
の
一
員
に
起
用
さ
れ
た

者
の
考
証
を
行
い
た
い
。
こ
れ
ら
の
被
官
は
特
に

斯
波
氏
と
深
い
関
係
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
か
ら

日百

で
あ
る
。
な
お
、
応
永
期
に
入
っ
て
斯
波
氏
の
分

固
と
な
る
尾
張
、
遠
江
は
こ
こ
で
は
考
察
の
対
象

か
ら
除
外
し
た
。
斯
波
氏
の
各
国
守
護
在
職
期
間

は
、
佐
藤
氏
『
室
町
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』
上

に
拠
っ
た
(
以
下
、
佐
藤
氏
前
掲
書
と
い
う
の
は

全
て
同
書
を
指
す
)
。

-

守

護

代

A

越

前

川
富
弥
四
郎
入
道

東
福
寺
領
加
賀
国
熊
坂
庄
年
貢
事
、
運
送
子
京

都
云
々
、
敦
賀
津
芽
路
次
己
下
、
無
相
違
可
通

上
候
旨
、
可
令
下
知
之
状
如
件

佳
ル
一
司
一
平
六
月
五
百
戸
押
)

富
弥
四
郎
入
道
殿

荘
園
年
貢
の
勘
過
に
関
す
る
幕
府
の
命
令
は
、

ま
ず
当
該
国
守
護
に
下
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
ろ

う
か
旬
、
右
の
義
詮
御
判
御
教
書
が
高
経
に
宛
て

ら
れ
て
い
な
い
の
は
異
例
で
あ
る
凶
、
富
氏
が
斯

波
氏
被
官
で
あ
る
こ
と
を
示
す
史
料
は
他
に
な
い

と
こ
ろ
か
ら
、
宛
人
の
地
位
と
し
て
守
護
代
の
他

じ
幕
府
使
節
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
確
証
が
な
い
の
で
こ
こ
で
は
一
応

小
川
氏
(
②
論
文
)
に
従
っ
て
守
護
代
と
推
定
し
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て

お

く

。

ベ

た

理

由

か

ら

教

光

と

考

え

ら

れ

る

。

倒

(

二

宮

カ

)

前

信

濃

守

凶

甲

斐

八

郎

将

教

(

美

濃

入

道

祐

徳

)

小
川
氏
は

gm文
の
中
で
、
越
前
柏
山
公
文
職
山
l
閣
は
い
ず
れ
も
在
職
徴
証
が
一
例
し
か
得

・
瓜
生
孫
三
郎
入
道
跡
各
半
分
を
前
年
十
月
廿
五
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
甲
斐
八
郎
将
教
は
応
永
二
年

日
御
教
書
に
任
せ
て
永
徳
寺
雑
掌
に
渡
付
す
べ
き
(
一
三
九
五
)
十
一
月
以
降
連
続
し
て
そ
の
在
職

旨
を
命
じ
た
、
貞
治
四
年
(
一
三
六
五
)
七
月
廿
が
徴
さ
れ
る
。
そ
の
上
限
は
、
閣
の
美
濃
守
が
教

五
日
二
宮
孫
七
宛
前
信
濃
守
道
行
札
ザ
紹
介
さ
れ
、
光
だ
と
す
れ
ば
、
彼
の
没
し
た
応
永
二
年
五
月
十

前
信
濃
守
を
守
護
代
と
み
な
さ
れ
た
。
こ
の
認
定
九
日
以
後
間
も
な
く
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ

⑤
 

に
は
今
少
し
の
検
討
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
に
甲
斐
民
に
よ
る
越
前
守
護
代
世
襲
体
制
が
確

結
論
と
し
て
は
首
肯
し
得
る
。
問
題
は
彼
の
姓
で
立
し
た
こ
と
を
知
り
得
る
。
こ
の
後
の
越
前
守
護

あ
る
が
、
私
は
二
宮
氏
と
考
え
る
。
同
氏
は
代
々
代
は
将
教
(
沙
弥
祐
徳
、
応
永
二
十
七
年
没

)
l

信
濃
守
を
称
し
て
い
る
」
信
濃
や
加
賀
で
守
護
将
久
(
沙
弥
常
治
、
長
禄
三
年
没
)
千
菊
丸

代
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
家
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
敏
光
l
千
菊
丸
(
信
久
)
と
嗣
が
れ
て
応
仁
の
乱

の
推
定
も
あ
な
が
ち
的
は
ず
れ
で
は
な
か
ろ
う
。
を
迎
え
包

間
甲
斐
美
濃
守
(
教
光
カ

)

B

若
狭

佐
藤
氏
前
掲
書
、
越
前
の
項
に
、
吉
田
社
領
越
川
二
宮
内
藤
入
道
道
智

前
竹
屋
・
鳥
羽
等
半
済
を
停
め
こ
れ
を
雑
掌
に
打
「
若
狭
国
守
護
職
次
第
一
〔
に
、
「
足
利
尾
張
修

渡
す
べ
き
旨
を
命
じ
た
、
永
徳
三
年
(
一
三
八
三
)
理
大
夫
高
経
:
:
:
暦
応
二
年
三
月
二
日
給
之
、
同

七
月
廿
五
日
甲
非
妻
濃
守
宛
宮
内
大
輔
奉
書
出
動
が
七
日
代
官
下
テ
入
部
、
代
官
二
宮
内
藤
入
道
」
と

引
か
れ
て
い
て
、
こ
れ
を
収
載
す
る
「
吉
田
家
日
み
え
、
太
良
庄
に
お
け
る
軍
勢
甲
乙
人
の
濫
妨
停

次
記
」
の
関
連
記
事
か
ら
、
こ
の
奉
室
田
は
斯
波
氏
止
を
命
む
た
、
暦
応
二
年
(
一
三
三
九
)
七
月
十

の
施
行
で
あ
り
宛
人
は
守
護
代
と
さ
れ
て
い
る
。
二
日
沙
弥
某
奉
畳
間
の
端
書
に
「
二
宮
殿
御
施
行
」

な
お
、
甲
斐
美
濃
守
の
実
名
は
、
前
節
註
③
に
述
と
あ
り
、
さ
ら
に
、
翌
日
幕
府
に
提
出
し
た
守
護

河
村

南
北
朝
期
に
お
け
る
守
議
案
』
1

川
構
造
口

斯
波
氏
頼
請
対
に
「
守
護
代
道
智
請
文
如
此
」
と

あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
二
宮
内
藤
入
道
、
二
宮
沙

弥
、
道
智
は
い
ず
れ
も
同
一
人
を
指
す
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

倒
斯
波
家
兼

佐
藤
氏
は
前
掲
書
、
若
狭
の
項
に
お
い
て
、
暦

応
四
年
四
月
廿
八
日
幕
府
奉
書
静
の
宛
所
「
当
国

守
護
所
」
に
「
雄
一
肌
酎
一
護
婦
」
と
い
う
傍
書
が
あ
る

が
、
幕
府
奉
書
の
宛
所
を
「
当
国
守
護
(
所
)
」

と
す
る
の
は
、
守
護
が
執
事
、
管
領
に
在
職
中
か
、

在
国
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
で
あ
っ
て
、

実
質
は
守
護
代
に
宛
て
ら
れ
る
文
書
形
式
で
あ
る

と
さ
れ
、
家
兼
(
左
京
権
大
夫
)
を
守
護
代
と
さ

れ
て
い
る
。

矧
鹿
草
(
細
川
)
上
総
介

「
若
狭
国
守
護
職
次
第
」
に
、
「
尾
張
修
理
大

夫
人
道
々
朝
純
一
向
七
貞
一
品
一
一
。
一
一
宇
八
月
に
力
者
を

杖
っ
き
に
下
さ
れ
畢
、
:
:
:
代
官
完
草
上
総
介
、

又
代
官
安
富
」
三
あ
る
完
草
(
鹿
草
)
上
総
介
と
、
後

欠
東
寺
事
書
案
に
あ
る
「
細
河
上
総
介
先
守
護
代
」

と
が
同
一
人
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
。

C

越
中

山
鹿
草
(
細
川
)
出
羽
守
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-
H
d
ふ
叫
J

』川
υ
l
e官庁
I

南
北
朝
期
に
お
け
る
守
護
権
力
構
造
口

一
節
f
に
示
し
た
如
く
、
「
太
平
記
」
は
貞
治
と
判
明
す
る
。
義
将
が
越
中
守
護
に
復
し
た
応
安
守
護
斯
波
義
種
書
下
町
は
宛
人
の
守
護
代
在
職
を

元
年
(
一
三
六
二
)
当
時
の
越
中
守
護
代
を
鹿
草
元
年
か
ら
同
四
年
ま
で
守
護
代
に
関
す
る
徴
証
は
一
部
す
。
「
位
」
は
『
信
濃
史
料
』
の
指
摘
の
如
く

EJ 

出
羽
守
と
し
て
い
る
o

「
太
平
記
」
の
史
料
的
性
見
当
ら
な
い
が
、
義
種
以
外
の
者
が
在
職
し
た
と
「
宮
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。
二
宮
信
濃
守
の
実
名

格
か
ら
確
証
と
は
い
え
な
い
が
、
十
分
考
え
得
べ
は
考
え
に
く
い
。
彼
の
在
職
は
康
暦
元
年
(
一
三
が
氏
泰
で
あ
る
こ
と
は
、
(
至
徳
三
年
)
七
月
一

⑬

⑫

 

き

こ

と

で

あ

る

。

七

九

)

六

月

ま

で

確

認

で

き

る

。

日

氏

泰

書

状

の

付

笠

交

に

「

二

の

ミ

ゃ

し

な

の

と

の

∞

沙

弥

某

凶

細

川

安

芸

太

郎

冶

は

ん

」

と

あ

る

こ

と

に

よ

り

明

ら

か

で

あ

る

。

祇
園
社
領
越
中
堀
江
庄
地
頭
職
内
梅
沢
村
半
分
堀
江
庄
領
家
方
内
本
庄
西
・
開
発
両
村
を
祇
園
義
種
の
信
濃
守
護
在
職
は
至
徳
元
年
ま
で
遡
ら
せ

を
前
年
十
一
月
十
四
日
幕
府
引
付
奉
書
、
去
月
八
社
雑
掌
に
沙
汰
付
く
べ
き
旨
を
重
ね
て
命
じ
た
、
得
る
が
、
そ
の
徴
証
で
あ
る
同
年
十
一
月
十
五
日

日
御
教
書
の
旨
に
任
せ
て
伊
与
立
者
に
打
渡
す
ベ
康
暦
元
年
十
一
月
十
日
細
河
安
芸
太
郎
宛
守
護
斯
東
福
寺
海
蔵
院
領
信
濃
太
田
庄
年
貢
納
下
注
克
に

⑫
 

き
旨
を
命
ビ
た
、
貞
治
三
年
十
月
廿
七
日
乙
部
勘
波
義
将
書
下
に
よ
っ
て
、
宛
人
の
守
護
代
在
職
を
「
二
宮
方
へ
押
領
」
「
二
宮
来
入
」
な
ど
と
あ
る

解
由
左
衛
門
尉
宛
沙
弥
某
道
行
状
案
に
よ
り
、
発
知
り
得
る
。
先
の
義
種
の
在
職
徴
証
下
限
か
ら
五
と
こ
ろ
か
ら
、
二
宮
氏
泰
の
守
護
代
就
任
は
義
種

⑮
 

給
者
を
守
護
代
、
宛
人
を
守
護
使
と
認
定
で
き
る
。
ヶ
月
し
か
経
て
い
な
い
が
、
こ
の
守
護
代
交
替
の
の
守
護
職
拝
任
と
同
時
で
あ
る
こ
と
を
予
測
し
得

時
間
的
に
近
接
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
沙
弥
某
事
情
は
わ
よ
そ
次
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。
す
な
る
。
彼
の
在
職
は
嘉
慶
二
年
(
一
三
八
八
)
十
二

は
山
鹿
草
出
羽
守
が
入
道
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
わ
ち
、
康
暦
元
年
閏
四
月
、
康
暦
の
政
変
の
結
果
月
ま
で
徴
さ
れ
初

な
く
も
な
い
が
、
想
像
の
域
を
出
な
い
。
晶
表
将
が
管
領
に
な
る
と
、
義
種
も
兄
の
重
要
な
補
倒
二
宮
越
中
(
入
道
)
是
随

矧

斯

波

義

種

佐

役

と

し

て

期

待

さ

れ

た

で

あ

ろ

う

か

ら

、

越

中

信

濃

の

国

人

市

河

興

仙

知

行

分

の

山

の

巣

鷹

の

堀
江
庄
地
頭
方
小
泉
以
下
村
々
半
済
の
道
行
を
に
在
国
し
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
細
川
安
芸
達
乱
停
止
の
旨
を
奉
じ
た
、
応
永
田
年
(
一
三
九

(
義
種

)

i

⑫

重
ね
て
命
じ
た
、
七
月
十
七
日
民
部
少
輔
宛
守
護
太
郎
と
交
替
し
て
上
洛
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
七
)
七
月
二
日
是
随
道
行
状
の
付
笠
支
に
「
二
宮
の

斯
波
義
将
室
裂
に
よ
っ
て
義
種
の
守
護
代
在
職
を

D

信

濃

越

中

殿

御

は

ん

」

と

あ

る

こ

と

に

よ

り

、

是

随

の

知

り

得

る

が

、

右

書

状

の

年

代

は

「

祇

園

執

行

白

川

二

宮

信

濃

守

氏

泰

姓

が

二

宮

で

あ

り

、

守

護

代

に

あ

る

ご

と

が

知

ら

記
」
応
安
四
年
(
一
三
七
一
)
七
月
十
七
日
条
の
信
濃
国
人
等
の
同
国
諏
訪
社
領
押
領
に
つ
き
そ
れ
る
。
是
随
を
法
名
と
推
測
す
る
根
拠
は
本
節

(

義

侍

)

「
堀
江
小
泉
以
下
村
々
事
、
玉
堂
殿
御
文
酬
一
附
少
の
実
否
の
札
明
及
び
下
地
打
渡
を
命
じ
た
、
至
徳

E
C
の
山
及
び
註
⑬
に
示
す
。
川
二
宮
氏
療

(
マ
、
)

今
日
被
出
之
」
と
い
う
記
事
に
よ
っ
て
応
安
四
年
二
年
(
一
三
八
五
)
五
月
十
六
日
二
位
信
濃
守
宛
と
は
官
途
が
異
な
る
の
で
一
応
別
人
と
し
て
わ
旬
。
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彼
の
所
見
は
こ
れ
の
み
で
あ
る
。
守
護
職
就
任
後
の
初
代
守
護
代
は
二
宮
種
氏
と
考
佐
藤
氏
前
掲
書
、
越
前
の
項
に
よ
れ
ば
、
春
日

矧

島

田

遠

江

入

道

常

栄

え

て

差

し

支

え

な

か

ろ

う

。

応

永

十

三

年

(

一

四

社

領

越

前

泉

・

小

山

両

庄

領

家

職

半

済

分

を

南

都

「
吉
田
家
日
次
記
」
応
永
八
年
(
一
四

O
こ

O
六
)
に
な
る
と
「
二
宮
信
濃
入
道
」
の
守
護
代
代
官
に
渡
付
す
べ
き
旨
を
命
じ
た
、
五
月
十
四
日

⑫
 

四
月
二
日
条
に
「
則
同
道
向
嶋
田
遠
江
入
道
常
栄
、
在
職
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
父
乙
部
中
務
入
道
宛
某
書
状
誌
の
端
裏
書
に
「
二
宮

来
湿
日
為
守
護
代
、
可
下
向
信
濃
国
之
問
、
為
銭
氏
泰
の
官
途
を
嗣
い
だ
種
氏
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
施
行
嘉
慶
二
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
発

⑬
i
 

送
也
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
島
田
常
栄
の
守
護
彼
の
在
職
徴
証
の
下
限
は
応
永
十
九
年
五
月
で
あ
給
人
の
守
護
代
在
職
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

代
嚇
任
が
知
ら
れ
、
同
年
六
月
に
も
在
職
が
徴
さ
る
が
、
満
種
が
加
賀
守
護
職
を
改
補
さ
れ
る
同
二
す
な
わ
ち
、
二
宮
氏
は
こ
の
頃
信
濃
や
加
賀
の
守

れ
ふ
い
お
そ
ら
く
、
信
濃
が
幕
府
料
固
と
な
る
翌
十
一
年
ま
で
在
職
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
護
代
に
な
っ
て
い
る
家
柄
で
あ
る
こ
と
、
宛
人
の

年
五
月
ま
で
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
応
永
二
十
六
年
十
月
以
前
、
仁
和
寺
領
越
中
石
黒
同
族
と
思
わ
れ
る
乙
部
勘
解
由
左
衛
門
尉
が
越
中

E

加

賀

庄

広

瀬

郷

領

家

職

代

官

に

あ

っ

た

者

に

二

宮

信

濃

で

守

護

使

と

し

て

守

護

代

か

ら

道

行

命

令

を

う

け

山
二
宮
与
一
種
氏
(
信
濃
入
道
是
信
カ
)
入
道
是
信
な
る
人
物
が
い
る
均
、
こ
れ
が
本
項
に
て
お
り

(
I
C
問、

E

C
川
参
照
)

加
賀
有
松
村
地
頭
職
を
小
早
川
実
忠
に
沙
汰
付
い
う
二
宮
信
濃
入
道
そ
の
人
で
あ
る
可
能
性
が
大
こ
こ
で
も
宛
人
と
発
給
人
は
同
様
の
関
係
と
類
推

け
し
む
べ
き
旨
を
命
じ
た
将
軍
家
御
教
書
を
奉
じ
き
い
。
然
り
と
せ
ば
、
種
氏
の
法
名
は
是
信
と
い
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
二
宮
某
を
守
護
代
と
み

た

、

明

徳

二

年

(

一

三

九

二

共

月

十

九

日

二

宮

う

こ

と

に

な

る

。

な

す

根

拠

は

十

分

あ

る

の

で

あ

る

。

に

も

か

か

わ

与
一
宛
守
護
斯
波
義
重
施
行
状
棄
に
よ
っ
て
、
宛

E

郡

司

ら

ず

こ

れ

に

疑

念

を

さ

し

は

さ

む

の

は

次

の

理

由

人
の
守
護
代
た
る
を
知
り
得
る
。
前
掲
「
相
国
寺
こ
こ
で
郡
司
に
「
」
を
付
す
の
は
、

C
山
で
述
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
嘉
慶
二
年
(
一
三
八
八
)

供
養
記
」
に
よ
り
彼
の
実
名
が
種
氏
で
あ
る
こ
と
べ
る
如
く
、
下
地
打
渡
以
外
に
郡
を
単
位
に
公
事
を
は
さ
む
前
後
の
越
前
守
護
代
に
は
甲
斐
美
濃
守
、

が
知
ら
れ
、
彼
の
父
が
信
濃
守
護
代
二
宮
氏
泰
で
の
賦
課
徴
集
を
も
行
っ
て
い
る
点
で
守
護
使
と
区
同
将
教
が
そ
れ
ぞ
れ
在
職
し
て
い
て
、
美
濃
守
は

あ
る
こ
と
は
、
直
徳
四
年
(
一
三
八
七
)
六
月
九
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
地
位
に
最
も
斯
波
義
将
の
「
執
事
」
と
称
さ
れ
る
教
光
と
目
さ

日
将
軍
家
御
教
書
に
「
信
濃
国
事
、
守
護
代
二
宮
ふ
さ
わ
し
い
郡
司
と
い
う
4

み
辞
は
、
こ
の
時
期
の
れ
る

(
I
A
引
・
川
町
参
照
)
。
と
す
れ
ば
、
か

(
与
)

信
濃
守
子
息
余
一
在
国
之
処
」
と
み
加
え
る
こ
と
に
よ
斯
波
氏
関
係
史
料
に
所
見
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
る
高
い
地
位
の
教
光
が
改
補
さ
れ
て
二
宮
某
が

り
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
の
徴
証
は
な
い
が
、

A

越

前

こ

れ

に

代

わ

り

、

ま

た

甲

斐

将

教

に

補

せ

ら

れ

た

四

年

前

に

当

る

嘉

慶

元

年

(

一

三

八

七

)

の

義

種

山

二

宮

某

(

大

野

郡

)

と

す

る

よ

り

も

、

教

光

は

死

去

す

る

ま

で

在

職

し

、
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河
村
南
北
朝
期
に
お
け
る
守
護
権
力
構
造
口

そ
の
跡
を
嫡
子
将
教
が
襲
っ
た
と
解
す
る
方
が
よ

ほ
ど
自
然
で
あ
っ
て
、
二
宮
某
の
守
護
代
在
職
は

考
え
に
く
い
。
し
か
ら
ば
彼
の
地
位
を
い
か
に
考

え
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
次
の
理
由
か
ら
こ

れ
を
「
郡
司
」
と
し
た
い
。
ま
ず
、
守
護
代
以
外

で
守
護
使
に
対
し
て
守
護
の
道
行
命
令
を
伝
え
る

立
場
に
あ
る
者
と
し
て
は
郡
司
以
外
に
守
護
(
代
)

の
奉
行
も
考
え
ら
れ
る
が

(
E
C
凶
参
照
)

泉
・
小
山
両
庄
の
所
在
す
る
大
野
椴
で
は
遅
く
も

応
仁
頃
に
は
郡
司
の
在
在
が
確
認
さ
れ
る
こ
初
、

及
び
大
野
郡
は
加
賀
守
護
職
を
追
わ
れ
た
満
種
が

そ
の
本
拠
を
移
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
(
次
節
閣

参
照
)
、
そ
れ
は
同
郡
が
加
賀
守
護
代
二
宮
氏
に
と

っ
て
由
緒
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え

る
と
無
理
の
な
い
説
明
が
つ
く
こ
と
、
さ
ら
に
は

同
じ
時
期
に
越
中
で
も
郡
司
的
地
位
の
存
在
が
知

ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
勘
案
す
れ
ば
、
先
の
二
宮
某

を
大
野
郡
の
「
郡
司
」
と
認
め
て
大
過
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

B

若
狭

管
見
の
限
り
所
見
な
し
。

C

越
中

山
二
宮
信
濃
入
道
(
是
鎮
カ
)

(
栃
波
郡
)

祇
園
社
領
越
中
上
高
木
村
を
元
の
如
く
同
社
に

打
渡
し
た
、
応
安
三
年
(
一
三
七

O
)
四
月
五
日

沙
弥
是
鎮
打
渡
杭
が
あ
る
。
ま
、
ず
是
鎮
の
姓
を
考

え
る
と
、
二
宮
信
濃
守
貞
家
が
是
乗
と
も
記
さ
れ

る
こ
と
(
一
節
S
)
、
信
濃
守
護
代
二
宮
越
中
が
是

随
、
加
賀
守
護
代
で
あ
っ
た
二
宮
種
氏
の
法
名
が

是
信
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
類
推
し
て
、

是
鎮
も
二
宮
氏
の
法
名
で
あ
る
可
能
性
が
強
円
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
打
波
状
に
よ
る
限
り
是
鎮
に
ふ

さ
わ
し
い
地
位
は
守
護
使
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
彼

が
次
に
述
べ
る
二
宮
信
濃
入
道
そ
の
人
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
地
位
は
砺
波
郡
の
「
郡
司
」
と
す

べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
蔵
人
所
燈
炉
供
御
人

越
中
野
市
・
金
屋
鋳
物
師
等
が
二
宮
入
道
か
ら
公

事
を
宛
課
さ
れ
た
と
し
て
訴
え
た
の
に
対
し
、
守

護
斯
波
義
将
は
永
和
二
年
(
一
三
七
六
)
五
月
十

四
日
、
守
護
代
義
種
に
宛
て
て
こ
れ
を
停
止
せ
し

む
べ
き
旨
の
書
状
を
発
し
励
。
そ
し
て
、
同
年
七

月
十
一
日
に
左
衛
門
尉
宗
直
な
る
者
が
こ
の
旨
を

う
け
て
二
通
の
奉
動
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
一
通

は
書
出
し
が
「
内
裏
蔵
人
所
燈
炉
供
御
人
越
中
国

射
水
郡
鋳
物
師
等
申
」
と
い
う
も
の
で
由
宇
又
次

郎
宛
、
他
の
一
通
は
、
右
の
書
出
し
の
中
「
射
水

郡
」
が
「
都
波
郡
」
と
な
っ
て
い
る
外
は
全
文
に

わ
た
っ
て
一
字
も
違
わ
ず
、
宛
所
、
が
二
宮
信
濃
入

道
と
な
っ
て
い
る
。
野
市
・
金
屋
を
砺
波
郡
内
に

確
実
に
比
定
し
得
な
い
た
め
断
定
は
で
き
な
い
が
、

少
な
く
と
も
二
通
の
宗
直
奉
書
は
由
宇
又
次
郎
が

射
水
郡
を
、
二
宮
信
濃
入
道
が
砺
波
郡
を
そ
れ
ぞ

れ
管
轄
地
域
と
し
て
、
公
事
の
賦
課
徴
集
な
ど
に

当
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
し
め
る
も
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
よ
り
四
年
前
の
応
安
五
年

(
一
三
七
二
)
七
月
、
越
中
に
下
る
祇
園
社
雑
掌

(
4
カ
・
・
・
引
用
者
注
)

夏
見
は
「
北
泉
井
上
高
木
村
事
」
に
関
す
る
三
通

の
文
書
を
託
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
義
将
か
ら
二

宮
人
道
に
宛
て
た
一
通
が
含
ま
れ
て
い
ぬ
。
高
木

と
い
う
地
名
は
越
中
各
地
に
あ
っ
て
、
祇
園
社
領

上
高
木
村
(
高
木
村
と
も
い
う
)
を
ど
こ
に
比
定

す
る
か
困
難
で
は
あ
る
が
、
旧
砺
波
郡
域
に
は
高

木
(
現
小
矢
部
市
)
、
北
高
木
、
南
高
木
(
と
も

に
現
砺
波
市
)
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
砺
波
郡
に

求
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
義
将
が
二
宮
(
信
濃
)
入
道
に
状
を
発
し

た
理
由
を
、
二
宮
信
濃
入
道
が
上
高
木
村
の
あ
る

砺
波
郡
の
郡
司
的
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
る

こ
と
が
で
き
、
無
理
の
な
い
説
明
が
つ
く
。
し
か
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れ
ば
、
最
初
に
示
し
た
点
、
及
び
是
鎮
が
二
宮
氏
の
射
水
郡
仏
性
寺
(
現
氷
見
市
)
に
あ
る
御
田
神
社

⑬
，
 

法
名
と
推
定
さ
れ
る
点
か
ら
二
宮
信
濃
入
道
と
是
で
あ
る
が
、
私
は
次
の
点
で
後
者
を
と
り
た
い
。

鎮
は
同
人
で
あ
る
公
算
が
大
き
い
。
如
上
の
推
ま
ず
何
よ
り
も
、
前
掲
由
宇
又
次
郎
宛
義
種
書
下

論
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
二
宮
信
濃
入
道
是
が
御
田
神
社
に
伝
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
有
力
な

鎮
は
少
な
く
と
も
応
安
三
年
か
ら
永
和
二
年
に
か
根
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
白
鳥
神
社
説
の
根
拠

け
て
砺
波
郡
の
「
郡
司
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
は
地
名
と
の
一
致
、
及
び
御
田
神
社
は
戦
国
期
に

間

由

宇

又

次

郎

(

射

水

郡

)

金

鶏

山

白

山

社

と

称

さ

れ

て

い

吋

現

社

名

の

史

料

越
中
三
田
社
地
頭
職
四
分
一
を
進
士
自
成
に
沙
的
初
見
は
文
政
十
一
年
(
一
八
二
八
)
で
あ
る
こ

汰
付
く
べ
き
旨
を
命
じ
た
全
く
同
文
の
守
護
代
斯
と
に
あ
る
。
後
者
の
点
は
確
か
に
御
田
神
社
説
に

波
義
種
書
下
が
、
永
和
元
年
(
一
三
七
五
)
十
二
不
利
で
あ
る
が
、
南
北
朝
期
に
三
田
社
と
称
し
な

月
二
日
付
で
長
田
弾
正
蔵
人
跡
に
、
同
十
二
日
付
か
っ
た
こ
と
を
断
ず
る
も
の
と
は
い
え
な
い
し
、

で
由
宇
又
次
郎
宛
に
そ
れ
ぞ
か
下
さ
れ
て
い
る
。
「
三
代
実
録
」
貞
観
九
年
(
八
六
七
)
十
月
庚
午

こ
の
事
実
を
明
解
に
説
明
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
条
に
す
で
に
「
御
田
神
」
が
み
え
る
以
上
、
式
内

が
、
前
項
に
述
べ
た
如
く
、
由
宇
又
次
郎
を
射
水
社
と
考
え
ら
れ
る
白
鳥
神
社
と
は
別
に
三
田
社
が

郡
紛
「
郡
司
」
と
考
え
れ
ば
、
多
少
の
問
題
は
残
あ
ヨ
た
可
能
性
は
む
し
ろ
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な

る
が
、
義
種
は
守
護
使
に
打
渡
を
命
ビ
る
と
共
に
、
ら
ず
、
こ
の
点
、
逆
に
白
鳥
神
社
説
に
は
不
利
な

そ
の
対
象
地
を
管
轄
す
る
「
郡
司
」
に
も
同
様
の
材
料
と
い
え
る
。
地
名
と
の
一
致
も
確
証
と
は
い

命
を
下
し
て
遵
行
の
完
壁
を
期
し
た
と
り
7
、
一
え
な
い
。
以
上
、
不
安
も
少
な
く
な
い
が
一
応
三

応
の
理
解
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
三
田
田
社
の
所
在
を
射
水
郡
と
推
定
し
た
。
由
宇
又
次

社
が
射
水
郡
に
存
す
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
郎
は
永
和
二
年
(
一
三
七
六
)
十
一
月
四
日
に
も

ば
な
ら
な
い
の
で
、
以
下
で
は
三
田
社
の
所
在
に
義
種
か
ら
三
田
社
地
頭
職
渡
残
を
進
士
自
成
に
沙

つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。
考
え
ら
れ
る
の
は

t

汰
付
く
べ
き
旨
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
折
、
彼
の

婦
負
郡
三
田
(
現
八
尾
町
)
に
あ
る
白
鳥
神
社
と
、
射
水
郡
「
郡
司
」
在
職
は
永
和
元
年
か
ら
翌
年
に

河
村

南
北
朝
期
に
お
け
る
守
護
権
力
構
造
口

か
け
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

D

信
濃

E

加
賀

い
ず
れ
も
管
見
の
限
り
所
見
な
し
。

皿

守

護

使

等

A

越
前

川
二
宮
孫
七

I
A
聞
で
ふ
れ
た
如
く
、
貞
治
四
年
(
一
三
六

五
)
七
月
二
十
五
日
に
所
見
が
あ
る
。

倒
乙
部
中
務
入
道

H
A
川
で
ふ
れ
た
如
く
、
嘉
慶
二
年
(
一
三
八

八
)
五
月
十
四
日
に
所
見
が
あ
る
。

閣
下
野
法
眼
幸
玄

幕
府
の
旨
を
奉
じ
て
越
前
三
国
本
湊
を
南
都
代

官
に
渡
付
し
た
、
明
徳
四
年
(
一
三
九
三
)
九
月

四
日
下
野
法
眼
幸
玄
打
渡
状
動
に
よ
っ
て
、
発
給

人
の
守
護
使
た
る
を
推
測
し
得
る
。
と
こ
ろ
で
、

彼
は
ご
の
三
年
後
の
応
永
三
年
(
一
三
九
六
)
、

狩
野
新
左
衛
門
と
共
に
守
護
代
甲
斐
梓
教
か
ら
遵

行
命
令
を
う
け
て
お
側
、
同
十
二
年
に
も
や
は
り

同
じ
組
合
せ
で
守
護
代
甲
斐
祐
徳
(
将
教
)
か
ら

道
行
状
を
宛
て
ら
れ
て
い
槌
c

こ
れ
は
室
町
期
に

広
く
み
ら
れ
る
守
護
の
恒
常
的
管
国
支
配
機
構
と

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



河
村

南
北
朝
期
に
お
け
る
守
護
権
力
構
造
。

58 

し
て
の
小
守
護
代
に
相
当
し
、
原
則
的
に
は
臨
時

的
役
職
と
思
わ
れ
る
南
北
朝
期
の
守
護
使
(
道
行

使
)
と
は
、
若
干
性
格
を
異
に
す
る
面
も
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
が
、
人
的
構
成
か
ら
み
て
も
、
職
掌

か
ら
み
て
も
共
通
す
る
点
が
多
く
、
両
者
は
一
つ

の
発
展
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
の

で
、
明
徳
期
の
下
野
幸
玄
を
守
護
使
と
断
定
す
る

こ
と
は
控
え
た
い
。

B

若
狭

山

安

富

某

I
B
閣
で
ふ
れ
た
如
く
、
守
護
使
で
は
な
い
が
、

貞
治
二
年
(
一
三
六
一
二
)
八
月
に
守
護
又
代
官
と

し
て
の
所
見
が
あ
る
。

C

越
中

山
乙
部
勘
解
由
左
衛
門
尉

I
C
仰
で
ふ
れ
た
如
く
、
貞
治
三
年
十
月
二
十

七
日
に
所
見
が
あ
る
。

間

某

越
中
三
田
社
地
頭
職
半
分
を
進
士
信
性
代
に
打

渡
し
俳
応
安
四
年
(
一
三
七
一
)
五
月
三
日
真
口

打
渡
状
、
及
び
同
社
地
頭
職
惣
領
・
庶
子
跡
各
半

分
を
同
人
に
打
渡
し
た
、
同
廿
日
同
打
渡
杭
に
よ

っ
て
、
発
給
者
の
守
護
使
た
る
を
認
め
得
る
の
で

あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
姓
は
も
と
よ
り
名
前
さ
え

A
閣
参
ぷ
照
)
。

一
字
読
め
、
ず
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
花
押
か
ら
以
上
で
南
北
朝
期
斯
波
氏
分
国
(
越
前
・
若
狭
・

み
て
川
乙
部
勘
解
由
左
衛
門
尉
と
は
別
人
で
あ
る
。
越
中
・
信
濃
・
加
賀
)
に
お
け
る
守
護
代
、
「
郡

矧

長

田

弾

正

蔵

人

司

」

、

守

護

使

な

ど

の

考

証

を

終

え

る

が

、

「

郡

E
C
閣
で
ふ
れ
た
如
く
、
永
和
元
年
(
一
三
司
」
と
守
護
使
(
小
守
護
代
も
含
め
て
)
に
つ
い

七
五
)
十
二
月
二
日
に
所
見
が
あ
る
。
て
は
、
守
護
や
守
護
代
に
比
べ
て
そ
の
地
位
を
確

凶

左

衛

門

尉

宗

直

定

す

る

決

定

的

指

標

に

乏

し

く

、

特

に

「

郡

司

」

E
C
川
で
ふ
れ
た
如
く
、
左
衛
門
尉
宗
直
は
永
は
越
前
、
越
中
以
外
に
そ
の
存
在
を
徴
す
る
こ
と

和
二
年
七
月
十
一
日
守
護
代
義
種
の
旨
を
う
け
て
が
で
き
な
い
こ
と
も
加
え
て
、
少
な
か
ら
ぬ
不
安

「
郡
司
」
に
奉
書
を
発
給
し
て
い
る
。
彼
に
関
す
が
残
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
守
護
使
と
認
定

る
史
料
的
所
見
は
こ
れ
の
み
で
あ
り
、
姓
や
実
名
し
た
者
の
中
に
あ
る
い
は
「
郡
司
」
が
含
ま
れ
て

と
共
に
そ
の
地
位
も
明
示
し
難
い
が
、
義
種
の
奉
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
一
応
本
節
で
は
単
な
る

行
と
す
る
の
が
一
応
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
加
c

守
護
使
と
は
区
別
し
得
る
越
中
の
二
人
、
及
び
あ

D

信

濃

一

る

程

度

判

断

材

料

の

あ

る

越

前

の

二

宮

某

に

限

つ

管

見

の

限

り

所

見

な

し

。

て

「

郡

司

」

と

し

、

他

は

守

護

使

と

し

て

お

い

た

。

E

加

賀

'

本

節

で

の

考

証

は

別

表

に

ま

と

め

て

お

い

た

。

山

堺

兵

庫

助

・

寺

崎

雅

楽

入

道

註

①
「
温
故
古
文
抄
」
(
『
史
料
』
六
一
六
、
五
七
O
J

I
E
出
所
引
明
徳
二
年
(
一
三
九
二
六
月

五
七
一
頁
)

十
九
日
守
護
斯
波
義
重
施
行
状
案
に
続
い
て
、
②
臨
川
寺
領
加
賀
大
野
庄
年
貢
の
若
狭
小
浜
着
岸
に
当
り
、

同
廿
三
日
堺
兵
庫
助
・
寺
崎
雅
楽
人
道
宛
守
護
代
同
年
貢
の
京
都
運
送
の
警
回
を
守
護
代
に
下
知
す
べ
き
旨

二
宮
与
一
道
行
状
東
が
あ
る
の
で
、
宛
所
両
人
が
を
命
じ
た
、
暦
応
三
年
二
三
四
O
)
九
月
十
一
日
幕
府

奉
量
目
は
若
狭
守
護
斯
波
氏
頼
に
下
さ
れ
て
い
る
(
臨
川

守
護
使
、
も
し
く
は
小
守
護
代
で
あ
る
こ
と
が
わ
寺
文
書
、
『
史
料
』
六
|
六
、
三
四
二
古
貝
)
。
同
四
警
百

か
る
(
い
ず
れ
か
に
決
し
難
い
理
由
に
つ
い
て
は
廿
六
日
盃
謀
議
事
奉
書
(
同
文
書
、
『
史
料
』
六
|
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別表 南北朝期斯波氏分国における守護代・「郡司」・守護使

A 越 前

河
村
南
北
朝
期
に
お
け
る
守
護
権
力
構
造
口

守 護 守 議 代 「君11 司」 守護使・小守護{~

高経

41 . 2- 一

(細川頼春)

52 . 4一一

ー『局 需主 52 . 6 富弥四郎入道

54 .12 

氏 主主

56 . 1 

義 種 65 . 7 前信濃守 65 . 7 二'白孫ヒ

66 . 8 (二宮ヵ)

(畠山義深)

加 7(同調ヨ):w r 
83. 7 甲斐美濃守

義 将 (教光ヵ) 88. 5 二宮某 88 . 5 乙昔日中務入道

(大野郡)93. 9 下野幸玄

95 .11 
96. 3 

96 652誤差衛高)※
98 . 5--

甲斐将教 同|司

義 重 (沙弥祐徳、)

1418 . 8 20. 8一一一一没一一一 ※は小守護代

義 ?享 甲斐将久
沙弥常治)

B 若 狭

守 護 守 護 代 又代官

1336 . 7 

(佐々木道誉)

38 . 5 

(桃井・大高)

39 . 3 氏高(大高言案成額経)li iv 

二宮内藤入道道智

/;，0 . 7 

41 . 4 41 . 4 斯波家兼(時家)

(山名時氏)

家 兼

/;，0 . 8一一

(細111清氏)

(石橋和義)

63. 8 63 . 8 鹿草上総介 63 . 8 安富某

義 (細川)

66 . 8 

(一色範光)
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C 越中

守 護 守 議 代 「君E 司」 守 護 f吏

(細111頼和)
1361 . 9 62. 5 鹿草出羽守

義 64.10 沙弥某 64.10 
66 . 8 乙部勘解由左衛門尉

(桃井直常)

68. 2 義(岳山菜園将)j 

(是鎮ヵ)

70 辺4e-ι!一柏前(官砺射宇滋混水又郡郡入次選
75・郎

71 . 5 真口
斯波義種 75.12 長田弾正蔵人

79. 6 ---
76・)

79 .11 " . 11 細川安芸太郎

噛
届
一

一
士
リ

信
一

nu

一 守護 護 {-'(; 

小

f
i
l
-
-
1
i
l
l
l
-
ψ

随

一

一

旦

定

泰

一

む

l

-

i

 

前

副

一

は

濃

部

一

中

信

式

一

越

宮

(

一

宮

一
一
一
一
一

日

ロ

7

A
当

0
0

円

t

n

n

u

n

x

u

n

w

d

 

小
i
l
l
1
3
l
i
l
i
-
-

周

一

種

一

一

将

朝

一

一

杉

~

一

↑

比

一

義

一

一

義

日

6

9

4

4A

巧

t

h

y

Q

J

。。。。九

Q
d

q
d
 

守

t
A

(小笠原長秀)
1401 . 2 

義
将 ]1二6 守宅主的l

02 . 5 

(幕府御料国)

E 加賀

守 議 守 護 代 守護使又は小守護代

(富樫昌家)

90 . 4 

91 . 6 (堺寺兵崎雅庫楽入道91 . 5 
93 . 7 

二宮与一種氏
1408 . 2 (信J農入道是信

12 . 5一一一一一一一一一一一
14 . 6 

(富樫満成)
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自1

六
、
六
六
六
頁
)
も
越
前
敦
賀
に
お
け
る
間
援
の
例
で
あ
る
。

③
小
川
氏
は
、
こ
の
理
由
は
不
明
と
し
な
が
ら
も
高
経
の

越
前
支
配
の
弱
体
さ
、
及
、
び
幕
府
内
に
お
け
る
高
経
軽
視

の
傾
向
を
反
映
す
る
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

(av論
文
)
。

④
佐
藤
行
信
氏
所
蔵
文
書

⑤
当
時
の
幕
府
執
事
は
義
将
で
あ
る
か
ら
、
も
し
彼
が
越

前
守
護
で
あ
れ
ば
、
守
護
施
行
状
が
省
略
さ
れ
執
事
奉
書

が
こ
れ
に
代
わ
っ
て
直
接
守
護
代
に
下
さ
れ
る
た
め
(
佐

藤
氏
前
掲
書
、
二
一
四
、
二
三
二
頁
参
照
)
、
守
護
代
遵
行

状
が
「
御
教
書
」
の
旨
を
奉
り
て
も
不
思
議
で
は
な
い
が
、

当
時
の
越
前
守
護
正
員
は
義
種
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
若
干

の
疑
問
が
残
る
。
し
か
し
、
前
信
濃
守
が
官
途
か
ら
い
っ

て
義
種
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
義
種
は
義
将
の
弟
で

あ
っ
て
、
義
穫
を
介
す
る
こ
と
を
略
す
の
は
全
く
他
人
の

場
合
に
比
べ
れ
ば
あ
り
得
べ
き
こ
と
と
思
わ
れ
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
前
信
濃
守
を
守
護
代
と
み
な
し
て
大
過
な
い
。

⑥
一
節
に
指
摘
し
た
二
宮
信
濃
守
貞
家
を
始
め
、
信
濃
守

議
代
二
宮
口
氏
泰
、
そ
の
子
息
で
加
賀
守
護
代
二
宮
種

氏
、
越
中
砺
波
郡
「
郡
司
」
二
宮
信
濃
入
道
(
以
上
三
人

は
本
節
後
述
)
な
ど
い
ず
れ
も
信
濃
守
を
名
乗
っ
て
い
る

し
、
寛
正
五
年
(
一
四
六
四
)
か
ら
文
正
元
年
(
一
四
六

六
)
に
か
け
て
越
前
大
野
郡
を
め
ぐ
っ
て
斯
波
持
種
と
対

立
し
た
の
も
二
宮
信
濃
入
道
で
あ
る
(
次
節
似
参
照
一
)
。
官

途
が
世
襲
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑦
「
吉
田
家
目
次
記
」
永
一
徳
三
年
七
月
廿
八
日
条
。

③
応
永
二
年
十
一
月
廿
二
日
甲
斐
八
郎
宛
守
護
斯
波
義
将

室
田
状
案
(
一
二
宝
院
文
書
、
『
史
料
』
七

i
二
、
一
五
五
頁
)

⑨
小
泉
氏
「
十
五
世
紀
の
越
前
守
護
代
に
つ
い
て
」
(
「

一
乗
谷
史
学
」

7
)

⑩
『
群
書
類
従
』
四
補
任
部

河
村

南
北
朝
期
に
お
け
る
守
護
権
力
構
造
口

⑪
東
寺
文
書
射
一
三

l
一
八
(
『
史
料
』
六
|
五
、
六

O

六
l
六
。
七
頁
)

⑫
虚
山
寺
文
書
(
『
史
料
』
六
五
、
六

O
七
J
六
O
八
頁
)

⑬
東
寺
百
合
文
書
し

⑬
『
教
玉
護
国
寺
文
書
目
』
て
四
七
一
号
。
同
書
も
細
河

に
「
完
草
」
の
傍
注
を
付
し
て
い
る
。

⑬
『
八
坂
』
一
六
四
七
、
一
六
五
五
。
両
者
は
同
文
で
あ

る
が
、
後
者
の
端
書
に
「
守
護
代
書
下
使
節
乙
部
勘
解

由
左
衛
門
封
裏
、
同
正
文
」
と
あ
り
、
こ
の
遵
行
状
の
旨

を
奉
じ
た
翌
日
付
の
乙
部
勘
解
由
左
衛
門
尉
打
波
状
(
『

八
坂
』
一
六
五

O
)
も
あ
る
。
な
お
、
『
富
山
県
史
』
史

料
編
E
は
前
記
道
行
状
案
二
通
の
う
ち
前
者
を
採
り
三
九

八
号
と
し
て
収
め
て
い
る
(
以
下
、
『
富
山
』
三
九
八
の

如
く
略
記
す
る
)
。

⑬
『
八
坂
』
一
六
七
八
(
『
富
山
』
四
二
一
六
)

⑫
四
月
八
日
民
部
少
輔
宛
守
護
斯
波
義
将
書
状
(
『
八
坂
』

一
六
七
七
、
『
富
山
』
四
三
三
)
も
、
そ
の
内
容
か
ら
応

安
四
年
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
義
種
の
守
護
代
在
職
徴
証

と
し
て
は
一
応
こ
れ
が
最
も
古
い
こ
と
に
な
る
。

(
義
種
)

⑬
康
暦
元
年
六
月
十
五
日
伊
予
守
宛
守
護
斯
波
義
将
施

行
状
写
(
「
加
能
越
古
文
叢
」
一
九
、
『
富
山
』
四
七
五
)

⑬
『
八
坂
』
一
六
四
三
一
(
『
富
山
』
四
八
二
。
他
に
同
年

十
一
月
廿
一
日
同
人
宛
同
書
下
(
本
郷
文
書
、
『
富
山
』

四
八
二
)
が
あ
る
。

⑫
義
種
が
守
護
代
在
職
中
在
国
し
て
い
た
こ
と
は
、
「
祇

園
執
行
日
記
」
応
安
五
年
(
一
三
七
二
)
七
月
廿
六
日
条

の
記
事
(
次
節

ωに
引
用
)
、
及
び
「
後
愚
昧
記
」
永
和
三

年
(
一
三
七
七
)
七
月
十
コ
一
日
条
(
『
富
山
』
四
七

O
)

の
「
去
月
於
越
中
国
、
国
人
与
守
護
代
合
戦
」
と
い
う
記

事
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
康
暦
二
年
(
一
三
八

O
)
二
月
、
後
光
厳
天
皇
七
回
忌
に
当
り
北
朝
が
法
華
働

法
を
修
し
た
際
、
女
装
し
て
内
裏
に
侵
入
し
た
賊
を
義
種

が
溺
め
捕
っ
た
と
の
所
伝
が
あ
る
の
で
(
『
群
書
類
従
』

二
四
釈
家
部
「
雲
井
の
御
法
」
)
、
こ
れ
以
前
に
上
洛
し

て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

⑫
守
矢
文
書
(
『
信
濃
史
料
』
七
巻
〈
以
下
『
信
濃
』
と

略
記
す
る
〉
二
二
九
j

一
四

O
頁
)
。
な
お
、
『
信
濃
史
料
』

『
信
濃
史
料
叢
書
』
共
に
発
給
人
の
「
大
夫
殿
」
を
細
川

右
京
大
夫
満
元
に
比
定
し
、
当
該
文
書
を
足
利
義
満
御
教

書
と
し
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
守
護
義
種
(
修
理

大
夫
)
の
書
下
で
あ
る
。

⑫
市
河
文
書
(
『
信
濃
』
一
五
一
頁
)

⑫
海
蔵
院
文
書
(
佐
藤
氏
前
掲
書
、
信
濃
の
項
所
引
)

⑫
嘉
慶
二
年
十
二
月
廿
六
日
二
宮
氏
泰
道
行
状
(
今
清
水

4

文
書
ベ
『
信
濃
』
二

O
O頁
)

⑧
市
河
文
書
(
『
信
濃
』
三
一
一

J
一
一
二
二
頁
)

⑫
二
宮
氏
泰
の
官
途
は
至
徳
四
年
(
一
三
八
七
)
六
月
と

九
月
の
間
に
、
信
濃
守
か
ら
式
部
丞
に
変
わ
っ
て
い
る
が

(
『
信
濃
』
一
八
六
頁
、
及
び
一
九
三
頁
所
引
市
河
文
書

参
照
)
、
越
中
守
を
称
し
た
形
跡
は
管
見
の
限
り
見
当
ら

舟。ぃ。

⑫
『
史
料
』
七
1
1
四
、
九

O
八
頁

⑫
応
永
八
年
六
月
廿
五
日
嶋
田
遠
江
入
道
宛
守
護
斯
波
義

将
書
下
(
市
河
文
書
、
『
史
料
』
七

1
五
、
五
六
頁
)

⑫
応
永
九
年
五
月
十
四
日
将
軍
家
御
教
書
(
市
河
文
書
、

『
史
料
』
七

i
五
、
五
三
二
頁
)
に
「
信
濃
国
事
、
就
被

成
御
料
国
」
と
あ
る
。

⑩
「
室
町
家
御
内
書
案
」
上
(
『
改
定
史
籍
集
覧
』
一
一
七
)

⑧
市
河
文
書
(
『
信
濃
』
一
八
六
頁
)

⑫
応
永
十
三
年
間
六
月
廿
五
日
二
宮
信
濃
入
道
宛
守
護
斯
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波
義
種
施
行
状
案
(
『
八
坂
神
社
記
録
』
下
所
収
「
祇
園

社
記
L

)

⑮
応
永
十
九
年
五
月
三
日
二
宮
信
濃
入
道
宛
守
護
斯
波
義

種
書
下
(
臨
川
寺
文
書
、
『
史
料
』
七
一
五
、
三
O
九

l
二
一
一
O
頁
)

⑩
応
永
廿
六
年
十
月
十
七
日
将
軍
家
御
教
書
(
仁
和
寺
文

書
、
『
富
山
』
六
O
七
)

⑮
「
史
料
蒐
集
目
録
」
二
九
七

⑩
小
山
庄
が
大
野
郡
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
(
『

荘
園
志
料
』
越
前
国
小
山
庄
の
項
参
照
)
、
泉
庄
の
所
在

を
明
確
に
一
示
す
史
料
は
な
い
。
し
か
し
、
大
野
郡
に
は
倭

名
抄
郷
出
水
郷
が
あ
り
、
長
承
二
年
(
一
一
三
コ
一
)
に
も

泉
郷
の
存
在
が
知
ら
れ
る
し
(
『
平
安
遺
文
』
一
一
一
一
六
四

号
、
二
二
七
八
口
三
、
た
と
え
ば
よ
建
保
四
年
)
三
一
月
十

七
日
源
頼
朝
書
状
(
二
一
浦
文
童
ベ
ョ
福
井
県
史
』
一
、
一
七

六
頁
)
に
「
小
山
泉
庄
」
と
あ
る
如
く
、
小
山
庄
と
一
括
し

て
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
こ
ろ
か
ら
、
泉
庄
も
大
野

郡
に
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
。

⑨
十
二
月
八
日
越
前
大
野
郡
井
野
部
郷
百
姓
申
状
(
『
醍

醐
寺
文
書
』
四
、
七
三
六
号
)
に
「
郡
司
L

の
語
が
み
え

る
が
、
こ
の
文
書
は
応
仁
元
年
(
一
四
六
七
)
頃
の
も
の

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
室
町
戦
国
期
の
大
野
郡
に

つ
い
て
は
松
原
氏
「
朝
倉
光
玖
と
大
野
領
」
(
「
福
井
県

地
域
史
研
究
」

5
)
が
あ
る
。
大
野
郡
以
外
に
敦
賀
郡
で

も
斯
波
時
代
に
「
郡
代
」
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
、

拙
稿
「
朝
倉
氏
の
敦
賀
郡
支
配
に
つ
い
て
L

(

「
若
越
郷

土
研
究
」
二
O
|
こ
で
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。

⑩
『
八
坂
』
一
六
四
四
(
『
富
山
』
四
二
一
O
)

⑩
た
と
え
ば
将
軍
家
で
は
尊
氏
、
義
澄
を
除
け
ば
法
名
は

全
て
「
道
」
を
冠
し
て
い
て
、
斯
波
氏
歴
代
も
こ
れ
に
な

ら
っ
て
い
る
如
く
、
通
字
の
風
は
実
名
程
で
は
な
い
し
に

て
も
認
め
ら
れ
る
。

⑩
東
寺
百
合
文
書
ゐ
三
二
l

四
O
(
網
野
善
彦
氏
「
真
継

文
書
に
み
え
る
平
安
末
J
南
北
朝
期
の
文
書
に
つ
い
て
」

〈
「
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集

L
m〉
所
収
真
継
文

書
一
六
号
、
『
富
山
』
四
六
二
)

@
同
右
(
網
野
氏
前
掲
論
文
所
収
真
継
文
書
一
七
号
、
一

八
号
)
。
『
富
山
県
史
』
史
料
編

E
は
『
松
雲
公
採
集
遺
編

類
纂
』
一
四
一
所
収
東
寺
伝
来
鋳
物
師
文
書
を
採
っ
て
い

る
戸
『
富
山
』
四
六
三
二
四
六
四
)
。

⑫
「
祇
園
執
行
日
記
」
応
安
五
年
七
月
廿
六
日
条
(
次
節

ω所
引
)

⑬
広
島
大
学
所
蔵
猪
熊
信
男
氏
旧
蔵
文
書
(
『
富
山
』
四
五
九
)

⑭
御
田
神
社
文
書
(
「
松
雲
公
採
集
遺
編
類
纂
』
一
一
五

『
富
山
』
四
六
O
)

⑬
後
述
の
よ
う
に
解
し
た
と
し
て
も
、
問
文
書
が
全
く
同

文
で
あ
る
こ
と
を
十
分
説
明
し
切
れ
な
い
c

⑬
以
下
、
両
社
に
つ
い
て
は
『
富
山
県
史
』
通
史
編

I
、

第
七
章
第
五
節
二
'
「
式
内
社
と
式
外
社
L

参
照
。
同
警
は

白
鳥
神
社
説
を
支
持
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
『

松
雲
公
採
集
遺
編
類
纂
』
御
田
神
社
文
書
の
項
の
最
後
に

あ
る
同
社
に
関
す
る
考
証
の
中
に
「
按
ニ
此
神
ハ
延
喜
神

名
根
ニ
所
見
な
し
、
式
外
の
神
社
に
て
、
二
一
回
社
と
あ
る

も
同
神
社
な
る
へ
し
」
と
あ
る
。

@
天
文
十
五
年
(
一
五
四
六
)
三
月
新
蔵
人
織
綱
禁
一
制
(

御
田
神
社
文
書
、
『
富
山
』
一
四
六
四
)

⑬
広
島
大
学
所
蔵
猪
熊
信
男
氏
旧
蔵
文
書
(
『
富
山
』
四
六
六
)

⑬
「
坪
江
郷
奉
行
引
付
」
(
句
史
料
』
七

l
一
、
一
三
五
頁
)

@
応
永
三
年
六
月
十
四
日
守
護
代
甲
悲
将
教
道
行
状
案
(

寸
坪
江
郷
奉
行
引
付
」
、

四
五
二
頁
)
。

⑪
応
永
十
二
年
十
一
月
二
日
沙
弥
道
行
状
案
(
『
大
乗
院

寺
社
雑
事
記
』
長
禄
四
年
五
月
廿
六
日
条
)
。
沙
弥
が
『
大

日
本
史
料
』
(
七
七
、
四
九
八
頁
)
の
い
う
斯
波
義
教

で
は
な
く
甲
斐
祐
徳
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

小
泉
氏
「
十
五
世
紀
の
越
前
守
護
代
に
つ
い
て
」
(
前
掲
)

参一照。

⑫
広
島
大
学
所
蔵
猪
熊
信
男
氏
旧
蔵
文
書
(
『
史
料
』
六

三
回
、
五
六
頁
、
『
富
山
』
四
三
四
)

⑬
同
右
(
『
富
山
』
四
三
五
)

⑬
網
野
氏
も
こ
の
二
通
の
文
書
名
を
「
斯
波
義
種
奉
行
奉

書
案
写
」
と
さ
れ
て
い
る
(
註
⑬
掛
)
。

⑬
」
室
町
家
御
内
書
案
」
上

『
史
料
』
七
|
二
、
四
五
一

J
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